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国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程の一部改正 

現行 改正 改正理由 

(趣旨) 

第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第2

1条の2第2項の規定に基づき、東京農工大学全学計画評価委員

会(以下「委員会」という。)の所掌事項、組織等必要な事項を

定めるものとする。 

 

(所掌事項) 

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。 

(1) 中期目標に関する意見、中期計画の原案及び年度計画に関

すること。 

(2) 国立大学法人評価委員会及び独立行政法人大学改革支援・学

位授与機構が行う評価に関すること。 

(3) 本学の教育研究、組織運営及び施設設備(以下「教育研究

等」という。)の状況に係る自己点検・評価に関すること。 

(4) 認証評価機関が行う本学の教育研究等の状況に係る評価に関

すること。 

(5) 前3号の評価結果の検証及び改善策に関すること。 

(6) その他委員会が必要と認める事項に関すること。 

 

（組織） 

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長が指名する理事 

(2) 第7条に規定する各部会の副部会長又は各部会長が指名する

教育研究評議員を兼ねる部会委員 1人 

(3) グローバル教育院長、図書館長及び先端産学連携研究推進セ

ンター長 

(趣旨) 

第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第2

1条の2第2項の規定に基づき、東京農工大学全学計画評価委員

会(以下「本委員会」という。)の所掌事項、組織等必要な事項

を定めるものとする。 

 

(所掌事項) 

第2条 本委員会は、次の事項を所掌する。 

(1) 中期目標及び中期計画に関すること。 

 

(2) 国立大学法人評価委員会及び独立行政法人大学改革支援・学

位授与機構が行う評価に関すること。 

(3) 本学の教育研究、組織運営及び施設設備(以下「教育研究

等」という。)の状況に係る自己点検・評価に関すること。 

(4) 認証評価機関が行う本学の教育研究等の状況に係る評価に関

すること。 

(5) 前3号の評価結果の検証及び改善策に関すること。 

(6) その他本委員会が必要と認める事項に関すること。 

 

（組織） 

第3条 本委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 学長が指名する理事 

(2) 学長が指名する副学長 

(3) 農学研究院長、工学研究院長及びグローバルイノベーション

研究院長 

(4) 生物システム応用科学府長及び連合農学研究科長 

 
 
 
定義の変更 
 
 
 
 
 
年度計画の廃

止に伴う改正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ガバナンス体

制の変更に伴

う副学長の追

加。 
各部局評議員

に代えて部局

長を委員とす
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(4) 学務部長 

(5) 研究・財務戦略部長 

(6) 総務・経営企画部長 

(7) その他次条に規定する委員長が必要と認めた者 

 

 

 

 

 

2 前項第5号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げな

い。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

 

(委員長及び副委員長) 

第4条 学長は、委員会に置く委員長及び副委員長を理事(教育担

当)又は理事(学術・研究担当)のうちから指名するものとする。 

 

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 

 

(会議) 

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

3 委員会において第3条第1項第2号に規定する各部会長が指名

する教育研究評議員を兼ねる部会委員が出席できない場合は、代理

の出席を認めることとし、該当する委員、代理者及び部会は別表1

のとおりとする。 

 

(5) グローバル教育院長、図書館長及び先端産学連携研究推進セ

ンター長 

(6) 農学研究院長及び工学研究院長が指名する教育研究評議員 

 各 1人 

(7) 事務局長 

(8) 学務部長 

(9)  研究・財務戦略部長 

(10)  総務・経営企画部長 

(11)  その他次条に規定する委員長が必要と認めた者 

2 前項第11号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げな

い。 

 

 

(委員長及び副委員長) 

第4条 学長は、本委員会に置く委員長及び副委員長を理事(企

画・人事担当)又は理事(研究経営・学術連携担当)のうちから指

名するものとする。 

2 委員長は、本委員会を招集し、その議長となる。 

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 

 

(会議) 

第5条 本委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

3 本委員会において第3条第1項第3号から第 5号に規定する委

員が出席できない場合は、代理の出席を認めることとする。 

 

 

 

ることによる

評価業務体制

の強化。 
 
号ずれの修正

及び不要な文

言の削除 
 
 
 
 
 
 
 
理事の職務の

変更による改

正。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
代理を制限す

る規定の改正 
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(委員以外の者の出席) 

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求

め、意見を聴くことができる。 

 

(部会) 

第7条 委員会に、第2条に規定する所掌事項を分担するため次の

部会を置く。 

(1) 教育部会 

(2) 研究部会 

(3) 国際交流・広報・社会貢献部会 

(4) 業務運営部会 

2 第5条の規定は、部会にこれを準用する。この場合において同

条第3項中「委員会において第 3条第1項第2号に規定する各部会

長が指名する教育研究評議員を兼ねる部会委員」とあるのは「別表

1の右欄に掲げる部会において、同表の左欄に掲げる委員」と読み

替えるものとする。 

3 部会の部会長は、第3条第1項第1号に規定する理事をもって

充て、副部会長は、研究部会については別表 2のとおりとし、その

他の部会は互選により選出する。 

4 部会の委員構成、部会長、所掌事項及び事務担当は、別表2の

とおりとする。 

 

(全学委員会) 

第8条 前条に定める部会に、計画、評価及び改善に関する具体

的な立案並びに計画に基づく業務の実施を行うため、全学委員会

を置く。 

2 前項に定める計画に基づく業務の実施に当たっては、全学委員

会の議決をもって委員会の議決とすることができる。 

 

(委員以外の者の出席) 

第6条 本委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を

求め、意見を聴くことができる。 

 

 

第7条（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(全学委員会) 

第8条 本委員会の下に、計画、評価及び改善に関する具体的な

立案並びに計画に基づく業務の実施を行うため、全学委員会を置

く。 

2 前項に定める計画に基づく業務の実施に当たっては、全学委員

会の議決をもって本委員会の議決とすることができる。 

 
 
 
 
 
 
部会を廃止し

て各種全学委

員会を全学計

画評価委員会

に直接ぶら下

げる形にする

ことに伴う改

正。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部会を廃止し

て各種全学委

員会を全学計

画評価委員会

に直接ぶら下

げる形にする
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3 部会に置かれる全学委員会は、別表3のとおりとする。 

4 全学委員会の委員長は、第 3条第1項第1号に規定する理事を

もって充て、副委員長は、当該委員会委員の互選により選出す

る。また、委員には、当該委員会が置かれる部会の委員のうち、

教育研究評議員を兼ねる副部局長を含むものとする。 

5 前項に定めるもののほか、全学委員会について必要な事項は、

別に定める。 

 

第8条の2（省略） 

第9条（削除済） 

 

(事務) 

第10条 委員会の事務は、総務・経営企画部企画課において処理

する。 

 

第11条（省略） 

 

別表1(第5条第3項及び第7条第2項関係) 

委員 代理者 部会名 

教育研究評議員を兼ねる農

学研究院副院長 

教育研究評議員を兼

ねる農学府副府長 

国際交流・広

報・社会貢献部

会 

業務運営部会 

教育研究評議員を兼ねる工

学研究院副院長 

教育研究評議員を兼

ねる工学府副府長 

国際交流・広

報・社会貢献部

会 

業務運営部会 

3 本委員会に置かれる全学委員会は、別表1のとおりとする。 

4 全学委員会の委員長は、第3条に規定する委員をもって充

て、副委員長は、当該委員会委員の互選により選出する。 

 

 

5 前項に定めるもののほか、全学委員会について必要な事項は、

別に定める。 

 

第8条の2（省略）現行どおり 

第9条（削除済） 

 

(事務) 

第10条 本委員会の事務は、総務・経営企画部企画課において処

理する。 

 

第11条（省略）現行どおり 

 

別表1（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことに伴う改

正。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第5条第 3項
の削除及び第

7条第 2項の削

除に伴う改正 
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教育研究評議員を兼ねる工

学府副府長 

教育研究評議員を兼

ねる工学研究院副院

長 

国際交流・広

報・社会貢献部

会 

業務運営部会 

教育研究評議員を兼ねる農

学府副府長 

教育研究評議員を兼

ねる農学研究院副院

長 

国際交流・広

報・社会貢献部

会 

業務運営部会 

教育研究評議員を兼ねる生

物システム応用科学府副府

長 

生物システム応用科

学府長 

国際交流・広

報・社会貢献部

会 

業務運営部会 

 

別表2(第7条第4項関係) 

部会名 委員構成 所掌事項 事務担当 

教育 ◎理事(教育担当) 教育に関する第2条

各号の事項に係る原

案の作成その他必要

な事項 

学務部学

務課 グローバル教育院長 

・教育研究評議員を兼

ねる工学研究院副院長

又は教育研究評議員を

兼ねる工学府副府長 

1人 

・教育研究評議員を兼

ねる農学研究院副院長

又は教育研究評議員を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表2（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部会を廃止す

ることに伴う

改正。 
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兼ねる農学府副府長 

1人 

・生物システム応用科

学府副府長 1人 

・連合農学研究科から

選出された本学の教員 

1人 

・入学試験委員会及び

教育・学生生活委員会

の副委員長 各1人 

・グローバル教育院運

営委員会から選出され

た者 1人 

・保健管理センター所

長 

・学務部長 

・その他部会長が必要

と認めた者 
 

研究 ◎理事(学術・研究担

当) 

研究に関する第2条

各号の事項に係る原

案の作成その他必要

な事項 

研究・財

務戦略部

研究支援

課 
○農学研究院長、工学

研究院長及びグローバ

ルイノベーション研究

院長 

・教育研究評議員を兼

ねる農学研究院副院長
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又は教育研究評議員を

兼ねる農学府副府長 

1人 

・教育研究評議員を兼

ねる工学研究院副院長

又は教育研究評議員を

兼ねる工学府副府長 

1人 

・図書館長 

・先端産学連携研究推

進センター長 

・総合情報メディアセ

ンター長 

・学術研究支援総合セ

ンター長 

・研究・財務戦略部長 

・その他部会長が必要

と認めた者 

国際交

流・広

報・社会

貢献 

◎国際本部長 国際交流・広報・社

会貢献に関する第2

条各号の事項に係る

原案の作成その他必

要な事項 

学務部学

務課国際

交流室 
・教育研究評議員を兼

ねる農学研究院副院長

又は教育研究評議員を

兼ねる農学府副府長 

1人 

・教育研究評議員を兼

ねる工学研究院副院長
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又は教育研究評議員を

兼ねる工学府副府長 

1人 

・教育研究評議員を兼

ねる生物システム応用

科学府副府長 

・国際交流委員会及び

広報・社会貢献委員会

の副委員長 各1人 

・グローバル教育院運

営委員会から選出され

た者 1人 

・学務部長 

・総務・経営企画部長 

・その他部会長が必要

と認めた者 

業務運営 ◎理事(総務・経営企

画担当) 

業務運営に関する第2

条各号の事項に係る

原案の作成その他必

要な事項 

総務・経

営企画部

総務課 ・教育研究評議員を兼

ねる農学研究院副院長

又は教育研究評議員を

兼ねる農学府副府長 

1人 

・教育研究評議員を兼

ねる工学研究院副院長

又は教育研究評議員を
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兼ねる工学府副府長 

1人 

・教育研究評議員を兼

ねる生物システム応用

科学府副府長 

・総務・経営企画部長 

・その他部会長が必要

と認めた者 

  注) ◎は部会長、○は副部会長を表す。 

 

別表3(第8条第3項関係) 

部会名 部会に置かれる全学委員会名 

教育 教育・学生生活委員会 

入学試験委員会 

研究 研究倫理委員会 

国際交流・広報・社会貢献 国際交流委員会 

広報・社会貢献委員会 

業務運営 大学情報委員会 

環境・安全衛生委員会 

施設整備委員会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表1（第8条第3項関係） 

全学委員会名 

教育・学生生活委員会 

入学試験委員会 

研究推進委員会 

国際交流委員会 

広報・社会貢献委員会 

大学情報委員会 

環境・安全衛生委員会 

施設整備委員会 

図書館商議会 
    

附 則（令和4年4月1日教規程第4号） 

 この規程は、令和 4年4月1日から施行する。 


